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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　監視カメラ本体の上面と側面と下面とを一体型で覆い、前記上面と前記下面とにネジを
取り付けるためのネジ取り付け部を有する略コの字状の金属構造体と、
　前記金属構造体が取り付けられた前記監視カメラ本体の少なくとも左側面と右側面とを
覆う金属筐体パネルとを有することを特徴とする監視カメラ。
【請求項２】
　前記監視カメラ本体の前面に配置されたタリー用ランプと、
　前記監視カメラ本体の前面を覆い、前記タリー用ランプからの光を透過するための透明
材料で形成された外装部とを有することを特徴とする請求項１に記載の監視カメラ。
【請求項３】
　前記金属構造体で覆われていない側面に配置された回路基盤と、
　前記回路基盤上に配置され、熱伝導性ゴムを貼着された金属枠体とを有し、
　前記金属枠体は前記熱伝導性ゴムを介して、前記回路基盤の熱を放熱することを特徴と
する請求項１又は２に記載の監視カメラ。
【請求項４】
　前記金属枠体は、前記回路基盤上のアース部と接触するように配置されていることを特
徴とする請求項３に記載の監視カメラ。
【請求項５】
　前記金属枠体は、前記回路基盤からの熱を前記金属構造体に伝達し、
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　前記金属構造体は、前記金属枠体からの熱を前記外装部に伝達し、
　前記外装部は、前記金属構造体からの熱を外部へ放熱することを特徴とする請求項３に
記載の監視カメラ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、監視用ビデオカメラ等の撮像装置（監視カメラ）の構造に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、監視カメラとは、所定の監視エリアをＣＣＤ等の固体素子により撮影し、その
画像信号を監視センターへ伝送し、これをモニター画面に表示させて、あるいはハードデ
ィスクレコーダ等に記録保存し、侵入者の監視等を行う装置である。その際当然ながら、
監視カメラの撮像範囲を監視の必要とする所定の監視エリアに調整し、監視カメラを天井
、壁あるいは床等に設置し、監視の動作を行っている。
【０００３】
　特に近年は、セキュリティーの重要性の増加に伴い、監視カメラはオフィス、店舗内、
駐車場、野外、さらには家庭内へも浸透しだしている。
　その様な状況の中で、監視カメラは、前述したように室内、野外等を問わずあらゆる場
所に設置される可能性があり、あらゆる場所に適した形であることが必要になってきてい
る。
【０００４】
　つまり、あらゆる場所への設置に対応した取付け部が求められ、さらに監視カメラと言
う性格上、野外に設置された場合は、外部からの破壊攻撃に対して取付け部、さらには本
体自体の強度、耐久性が求められる。またさらに、野外に設置されている場合、太陽熱の
照射と内部電子回路部品の発熱による温度上昇を効率よく放熱する等の要請がある。
【０００５】
　例えば第一の従来例では、直方体形状の監視カメラを、天井から吊るす場合は、本体の
三脚取付け部を本体上面部にビスで取付け、下部より三脚足などに取り付ける場合は、三
脚取付け部を本体下面部にビスで取り付けなおす等の操作で吊るす場合と、下部より取り
付ける場合の両方に対応しているものがある（特許文献１）。さらに特許文献２のように
取付け位置、形態によって三脚ネジ部を移動すると言う例もある。
【０００６】
　さらに第二の例では、直方体形状のカメラ本体の外装部の上面、下面部に直接三脚ネジ
部を形成したものもある（特許文献３および特許文献４）。
　また第三の例として、三脚取付け部を上面または下面の一箇所のみ持ち、それぞれの取
付け形態に応じたＣＣＤ画像の出力を上下それぞれ決められているものもある。
　さらに、第四の例として前記第三の例の形態においても、上下それぞれの取付け形態に
応じて、ＣＣＤの出力を電気的に上下逆にする、というものもある。
【０００７】
　また、放熱に関しては、第五の例として筐体をアルミニウムダイキャスト、マグネシウ
ムダイキャスト等を使用し、外装から放熱をさせるものがあり、これは外装筐体本体の強
度アップにもなっている。さらには、第六例として、監視カメラ本体内部にファンを設置
したものもある。
【０００８】
【特許文献１】特開２００２－１３１８９２号公報
【特許文献２】特開平８－１０２８８０号公報
【特許文献３】特許第３１９６２８７号公報
【特許文献４】実開平４－９０３０号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上述した従来例の第一例では、三脚取付け部を本体へビス止めし、その
設置形態により三脚取付け部を付け直している。このために三脚取付け部の強度を上げよ
うとした場合に、三脚取付け部の構造が大きくなってしまう。さらにそれに連れて、本体
自体も大きくなってしまう。また、第二例のごとく本体外装の上下に三脚取付け部を設け
た場合、三脚取付け部への負荷がそのまま外装本体へと伝達されてしまい、外部からの破
壊による負荷をそのまま外装に伝えてしまう事になる。
【００１０】
　次に第三の例では、一度取り付けてしまうと、逆に取り付けることができない。例えば
、天井からの吊るしタイプとして取り付けてしまうと、後日、床からのスタンドに取り付
けようとした場合に不可能になってしまう。また、第四の例では、監視カメラの取付け形
態を変えることで、画像を上下反転させる必要があり、その分電子回路等が複雑になりコ
ストアップとなる。
【００１１】
　また、第五の例では、外装にアルミニウム、マグネシウム等のダイキャストを使用する
ために、外装のコストが非常に上がってしまう。さらに、第六の例のように内部に冷却フ
ァンを設けると、本体の大きさが大きくなる、コストが上がる、さらにファンの騒音で静
かなところへの設置への制約が出てしまう。
【００１２】
　以上のように従来技術において、監視カメラ本体の構造、強度上の関係で、デザインが
制約され、本体が大きくなる等の問題あった。また電子回路が増大する、あるいはコスト
アップ、騒音等々の課題を有する。
【００１３】
  本発明は、上述の不具合を解決するためになされたものであり、小型化が図れると共に
、取付け部の強度が強く、ファンレスによる静穏化が出来、コストアップを防ぐ事ができ
、さらにデザイン上の制約の少ない監視カメラを提供する事を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明による監視カメラは、監視カメラ本体の上面と側面と下面とを一体型で覆い、前
記上面と前記下面とにネジを取り付けるためのネジ取り付け部を有する略コの字状の金属
構造体と、
　前記金属構造体が取り付けられた前記監視カメラ本体の少なくとも左側面と右側面とを
覆う金属筐体パネルとを有することを特徴とする。
【００１５】
　また、本発明の監視カメラにおいて、前記監視カメラ本体の前面に配置されたタリー用
ランプと、前記監視カメラ本体の前面を覆い、前記タリー用ランプからの光を透過するた
めの透明材料で形成された外装部とを有することを特徴とする。
【００１６】
　また、本発明の監視カメラにおいて、前記金属構造体で覆われていない側面に配置され
た回路基盤と、前記回路基盤上に配置され、熱伝導性ゴムを貼着された金属枠体とを有し
、前記金属枠体は前記熱伝導性ゴムを介して、前記回路基盤の熱を放熱することを特徴と
する。
【００１７】
　また、本発明の監視カメラにおいて、前記金属枠体は、前記回路基盤上のアース部と接
触するように配置されていることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の監視カメラにおいて、前記金属枠体は、前記回路基盤からの熱を前記金
属構造体に伝達し、前記金属構造体は、前記金属枠体からの熱を前記外装部に伝達し、
　前記外装部は、前記金属構造体からの熱を外部へ放熱することを特徴とする。
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【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、本体内部の金属構造体（シャーシ）に典型的には三脚ネジ部を取り付
け、さらに外装部材で覆い、さらに金属筐体パネルで覆うため、三脚ネジ部の強度が非常
に強く、なおかつ省スペースで強度の向上を図ることができる。
【００２３】
　また、三脚ネジ部を上下２箇所に持つために、あらゆる取付け形態に対応できる。外装
前面のＲ部にタリー用ランプ（ＬＥＤ）を配置したために、どのような取付け方をしても
ＬＥＤの視認性が良い。
【００２４】
　また、ファンレスで、かつダイキャスト外装を使わずとも効率の良い放熱構造の筐体を
実現できる。
　さらに、金属構造体上の三脚ネジ部を外装で覆い、例えばこの前記外装をプラスティッ
ク材料、エラストマ材料で構成し、カメラ本体を三脚取付け部に取り付けた場合、プラス
ティック材料、エラストマ材料で構成した外装部が滑り止め、または三脚ネジの緩み止め
となる。
【００２５】
　以上により小型化できて、コストがかからない等の利点を有する監視カメラ構造を提供
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の第一の実施形態について説明する。図１及び図２は、それぞれ監視カメ
ラ１００を左斜め上及び右斜め下から見た図である。これより図１及び図２を用いて説明
する。
　図において、１０１は金属板金の筐体、１０３，１０８，１０７はそれぞれモールド材
料でできたパネルＵ、パネルＦ、パネルＢであり、また１０５，１０６はそれぞれ金属板
金でできたパネルＬ、パネルＲである。これらの部品は監視カメラ１００の外装としてそ
の外観面を構成する。
【００２７】
　筐体１０１は略コの字状の形状をしており、その上部及び下部にはそれぞれ三脚ネジ部
材１０２a，１０２bが取り付く。そして、三脚ネジ部材１０２aの取り付けられた後に、
筐体１０１の上部にはパネルＵ１０３が取り付く。その際に、三脚ネジ部材１０２aのネ
ジ部がパネルＵ１０３の穴１０３aから露出している。また、三脚ネジ部材１０２ａが外
部に露出しているため、この部位に三脚等を取り付けることができる。そして、パネルＵ
１０３の材料はエラストマを含み、表面はシボ加工を施し、さらに穴１０３aに対して同
心円状の無数の子穴があるため、三脚の取付け面に対して高い摩擦係数を有し、非常に緩
みにくい。
【００２８】
　また、筐体１０１の前面にはパネルＦ１０８が取り付き、このパネルＦ１０８の穴１０
８aには後述のレンズユニット１１０が入り鏡筒が露出するようになっている。また、パ
ネルＦ１０８の穴１０８bには、三脚ネジ部材１０２bの一部が入り、パネルＵ１０３の穴
１０３aと同様に三脚ネジ部材１０２ｂの取付け強度を補強する。
　さらに、筐体１０１の背面にはパネルＢ１０７が取り付く。パネルＢ１０７には、コネ
クタを外部に露出する穴１０７a等を有する。
【００２９】
　以上の部品を筐体１０１に組み付けたところで、筐体１０１のネジ部１０１a等にて、
左右のパネルＬ１０５、パネルＲ１０６を筐体１０１に組み付ける。筐体１０１及びパネ
ルＬ１０５、パネルＲ１０６はネジ部１０１a等で圧接しているため、各々は熱的、電気
的接続を行う。また、金属材料である筐体１０１、パネルＬ１０５、パネルＲ１０６によ
り内部構造体を構成するため、監視カメラ１００は堅牢性に優れている。
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【００３０】
　さらに、内部構造の詳細を説明する。図３は監視カメラ１００の外観部品を取り払い、
内部構造が見えるようにした斜視図である。図において、１１１はメイン基板である。メ
イン基板１１１は、外観面より露出し外部と接続を行うための外部コネクタ１１１a及び
ＣＰＵ１１１b等の電子部品を実装している。メイン基板１１１は放熱機能及び電磁シー
ルド機能、伝熱機能を有するシールド板１１２に組み付けることができる。その際、シー
ルド板１１２がメイン基板１１１のＣＰＵ１１１b側を広く覆うようになっている。また
、シールド板１１２は、メイン基板１１１のＧＮＤパターン（図示せず）と電気的に接続
を行うＧＮＤ取り部１１２ｃ及びＣＰＵ１１１ｂの発する熱を自身に伝えるための受熱部
１１２ｄ、メイン基板１１１を仮止めするための爪１１２ａ、筐体１０１と熱的、電気的
に接続するための本体取付け部１１２ｂを有する。
【００３１】
　ＧＮＤ取り部１１２ｃにて、メイン基板１１１のＧＮＤパターンとシールド板１１２が
接触し、両者を同電位としシールド板１１２のメイン基板１１１に対する電磁シールド性
を向上させている。また、シールド板１１２は本体取付部１１２ｂによって、筐体１０１
に対して固定されているため、筐体１０１及びシールド板１１２、メイン基板１１１のＧ
ＮＤは同電位となっている。
【００３２】
　一方、受熱部１１２ｄは、メイン基板１１１をシールド板１１２に取り付けた際、ＣＰ
Ｕ１１１ｂの上方に位置し、放熱ゴム１１５を介してＣＰＵ１１１ｂと熱的接続を行い、
ＣＰＵ１１１ｂからの熱を受けるようになっている。そして、シールド板１１２は、熱伝
導率の高いアルミニウムでできており、ＣＰＵ１１１ｂより受けた熱はシールド板１１２
全体に略均一に伝わり、シールド板１１２全体面から雰囲気に対し、輻射及び対流による
放熱を行うことができる。また、前述のように筐体１０１及びシールド板１１２は本体取
付部１１２ｂによって接触しているため、筐体１０１に対しても伝熱することが可能とな
っている。
【００３３】
　爪１１２ａは、メイン基板１１１とシールド板１１２を仮に止めるためのものである。
メイン基板１１１とシールド板１１２をユニット化する際には、メイン基板１１１をシー
ルド板１１２の所定の位置へと近づけ、左右の爪１１２aに設けられた突起（図示しない
）をメイン基板１１１が乗り越えるように変位させ、左右の爪１１２aを両側に開く。そ
して、爪１１２aの突起（図示しない）を完全に乗り越えるところまで変位させたところ
で、「カチ」っという動作音と共に装着が完了する。以上のようにユニット化された状態
で、シールド板１１２を本体取付部１１２ｂにて筐体１０１に固定し、その結果、筐体１
０１の所定の位置にメイン基板１１１が取り付くようになる。
【００３４】
　１０９はレンズフレームであり、レンズユニット１１０の鏡筒周りを覆う。そして、レ
ンズフレーム１０９にはＬＥＤガイド１１４が装着される。ＬＥＤガイド１１４はレンズ
フレーム１０９より一部が露出するようになっており、メイン基板１１１上のＬＥＤ（図
示せず）より導かれた光が外部に見えるようになっている。さらに、前述のカバーＦ１０
８は透明な材料でできているため、カバーＦ１０８を介して外部からＬＥＤに導かれたタ
リー用ランプ光が見えるようになっている。このようにすることにより、監視カメラ１０
０が作動中であることを、外部から認識することが可能となっている。
【００３５】
　さらに、筐体１０１の内部を図４（Ａ），（Ｂ）の分解斜視図を用いて説明する。図に
おいて、１１３はレンズフレームであり、レンズユニット１１０が上部に取り付くように
なっている。そして、レンズフレーム１１３を筐体１０１に取り付けることによって、レ
ンズユニット１１０が筐体１０１の所定位置に取り付く。また、レンズフレーム１１３は
伝熱部１１３ａを有し、レンズユニット１１０の放熱部１１０ａに放熱ゴムを介して圧接
するようになっている。さらに、レンズユニット１１０を筐体１０１に組み付けると、放
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１ｂと圧接し、放熱部１１３ａは筐体１０１と直接接触し、筐体１０１に対し伝熱による
放熱を行うことができるようになっている。
【００３６】
　最後に図５を用いて、外観の説明を行う。図５（Ａ）は上斜め前から見た図、図５（Ｂ
）は下斜め前から見た図である。図５（Ａ），（Ｂ）のように、監視カメラ１００は上下
に三脚ネジ部材１１２ａ，１１２ｂが露出し、上吊り、下支え固定など様々な固定方法が
可能となる。また、監視カメラ１００の正面下部にはＲ面１０８ｃが形成され、例えば監
視カメラ１００をドームに入れた際など、角部がドーム内壁と接触することがないように
なっている。また、前述のように正面や下方向からＲ面を見ると、ＬＥＤガイド１１４か
ら導かれた光が認識できるようになっている。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の実施形態における例を示す監視カメラの筐体の斜視図である。
【図２】本発明の実施形態における例を示す監視カメラの筐体の斜視図である。
【図３】本発明の実施形態における監視カメラの内部構造の斜視図である。
【図４】本発明の実施形態における監視カメラの内部構造の斜視図である。
【図５】本発明の実施形態における監視カメラの筐体の斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０１　筐体
１０２ａ，１０２ｂ　三脚ネジ部材
１０３ パネルＵ
１０５ パネルＬ
１０６ パネルＲ
１０８ パネルＦ
１１１ メイン基板
１１２ シールド板
１１３ レンズフレーム
１１５ 放熱ゴム
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【図３】 【図４】

【図５】
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